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助 成 内 容

保育料や一時預かりの利用料等への助成
　子育て家庭を経済的に支援するため、県と市町村が協力し、出生順位や年齢、利用する施設を問
わず、全国トップレベルの内容で保育料の助成を行っています。
　また、平成30年度からは、一時預かりの利用料等への助成も実施します。

Topics 2

その1　すこやか子育て支援事業（保育料助成）

①対象年齢 0歳～就学前まで
②出生順位 第1子から
③対象施設 認可保育所、幼稚園、認定こども園、
 認可外保育施設等
④所得制限 幼稚園　世帯年収約680万円まで
 保育所　世帯年収約640万円まで
⑤助成率 ・ 市町村民税所得割課税額に応じ､
 　1/2又は1/4
 ・ ひとり親家庭は一律1/2
 　 平成28年4月2日以降に第3子以降が生まれた

世帯の第2子以降の保育料を全額助成
 ✿ 平成30年4月2日以降に生まれた第2子以降の

保育料を全額助成
 ✿ 平成30年4月2日以降に第3子以降が生まれた

世帯の第2子以降の保育料を半額助成（世帯
年収約640万円から930万円まで）

 　【✿は、平成30年度から新たに実施】

※ 独自に上乗せして助成を行っている市町村もあります。申請手続きや詳しい内容
については、市町村の窓口にご確認ください。

その2　子育てファミリー支援事業

　平成30年4月2日以降に第3子以降の子が生まれた世帯（施設
利用者及び在宅育児者）に対し、就学前の子を対象とした一時
預かり等の利用料を助成します。（所得制限なし）

①助成内容  1世帯あたり15,000円（年上限額）
② 対象サービス  お住まいの市町村で実施している一時預か

り、病児保育、ショートステイ、トワイライトステ
イ、ファミリー・サポート・センターなど

※ 助成の対象となるサービスや詳しい手続きについては、お住まいの市町村ごとに異なりますので、市町村窓口におたずねの上ご利用ください。

Check
　秋田県が保育料助成にかけている子
ども1人当たりの県予算額（平成29年
度）は、約3万円で全国第1位となってい
ます（2位の県との差は1万円以上！）。

子ども一人当たりの保育料の助成額

※ 全国平均は保育料助成を実施している31都道府
県の平均額
※平成29年度当初予算額の比較

子育て支援体制づくりを
進めています。
【次世代・女性活躍支援課】TEL：018-860-1553

企業に子育てしやすい
職場づくりを働きかけています。
【次世代・女性活躍支援課】TEL：018-860-1555

 子育て支援センターや子育てサークルの紹介、子育てイ
ベント情報など、子育て中のパパ・ママに役立つ情報を
わかりやすく掲載しています。

Webサイト
「いっしょにねっと。」

子ども・子育てについての
相談窓口

子どものこと全般
◉秋田県中央児童相談所（２４時間３６５日対応）
　子ども家庭相談電話　TEL 0120-42-4152
　電子メール相談　soudan@mail2.pref.akita.jp
◉秋田県北児童相談所
　（月曜～金曜）8：30～17：15　TEL 0186-52-3956
◉秋田県南児童相談所
　（月曜～金曜）8：30～17：15　TEL 0182-32-0500

赤ちゃんの発育や育児に不安を感じたら
◉秋田赤十字乳児院（赤ちゃんホットダイヤル）
　8：30～23：00　TEL：018-884-1761

夜間に子どもの急病で困ったら
◉子ども救急電話相談（秋田県・秋田県医師会）
　毎日受付　19：30～22：30
　プッシュ回線の固定電話・携帯電話から　TEL #8000
　全ての電話から　TEL 018-895-9900

「こどものえき」の認定
　おむつ交換台や授乳スペースなどのある施設を「こど
ものえき」と認定し、赤ちゃん連れでも気軽にお出かけで
きる環境を整えます。

マザーズ・タッチ文庫
　マザーズ・タッチ文庫で絵本を紹介し、読み聞かせによ
る親子のふれ合いをサポートします。

子育て家庭サポート事業
　子育てサポートを必要とする家庭の依頼に応じてサー
ビスを提供する地域の仕組みづくりを支援します。

働き方の見直し
　ノー残業デーの実施や柔軟な休暇制度の導入など、働
き方を見直し、家族との時間を過ごせるような職場環境
づくりを進めます。

子どもお仕事参観日の実施
　働くパパ・ママの職場の方 と々子どもの交流を通して、
親子の絆を深めるとともに、社会全体で子育てしやすい
職場づくりを進めます。

あきた県庁出前講座（仕事と家庭の両立支援）の実施
　両立支援に関する休業・休暇等の法制度や、国や県
の支援策など活用できる各種事業について紹介します。
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